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人
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委
員
会
規
則
七
―
一
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七

(

公
害
等
調
査
手
当)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
二

(

退
職
手
当
の
支
給
等)

の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四

(

放
射
線
取
扱
手
当)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中

｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
環
境
保
健
セ
ン

タ
ー｣

を｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
、
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
及
び
第
九
条
中｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
二
級
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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二

級

１

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
長
又
は
環

境
保
健
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
長
の
職
務

２

療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
診
療
部
の
長
の
職
務

３

療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
診
療
部
の
診
療
科
の
長
の
職

務
４

相
当
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務

を
行
う
職
務
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一

(
へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
中
学
校
の
表
中

｢
を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇(

福
祉
業
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇

(

福
祉
業
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇

(

福
祉
業
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
及
び
こ
ど
も
自
立

セ
ン
タ
ー
み
ら
い｣

を

｢

あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
子

ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
四
号
中

｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
又
は
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢

こ
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い｣

を

｢

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中

｢

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監｣

を

｢

危
機
管
理
監｣

に
、

｢
｢

本
庁
理
事｣

を

に
、

｢

新
幹
線
・
並
行
在
来
線
調
整
監｣

を

｣
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脇
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沢
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川

中

学

校

む
つ
市
脇
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沢
瀬
野
川
目
八
五
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二

平
川
市
�
川
家
岸
一
三

脇
野
沢
中
学
校

む
つ
市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
八
五
の
二

本
庁
理
事

新
幹
線
・
並
行
在
来
線
調
整
監



( )
｢

｢
｢

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
長｣

に
、

を

｣

に
改
め
、

｢

美
術
統
括
監｣

及
び

｢

産
業
立
地
推
進
監｣

を
削

｣

り
、｢

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
水
産
事
務
所
長｣
の
下
に｢

(

区
分
十
類
の
も
の
を
除
く
。)

｣

｢

を
加
え
、

｢

建
築
工
事
検
査
監｣

を

に
、

｢

白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監｣

｣

｢

｢

を

に
、

を

｣

｣

｢

に
、

｢

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
三
戸
支
所
長｣

を
｣

｢

下
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
む
つ
水
産
事
務
所
長｣

に
改
め
、
同
表
人
事
委
員
会
の
事
務

｢
｢

部
局
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表

｣
｣

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中

｢

六
類｣

を

｢

九
類｣

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の

｢

事
務
部
局
の
項
中

｢

本
庁
課
長｣

を

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七

(

公
害
等
調
査
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七

(

公
害
等
調
査
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七

(

公
害
等
調
査
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中

｢

本
庁
環
境
政
策
課
、
本
庁
原
子
力
安
全
対
策
課
若
し
く
は
本
庁
県
境
再
生
対

策
室｣

を

｢

本
庁
環
境
保
全
課
若
し
く
は
本
庁
原
子
力
安
全
対
策
課｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

本
庁
県
境
再
生
対
策
室｣

を

｢

本
庁
環
境
保
全
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
二

(

退
職
手
当
の
支
給
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
二

(

退
職
手
当
の
支
給
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
二

(

退
職
手
当
の
支
給
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
っ
た
者
の
同
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地

方
独
立
行
政
法
人
役
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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あ
す
な
ろ
療

あ
す
な
ろ
療

あ
す
な
ろ
療

さ
わ
ら
び
療

さ
わ
ら
び
療

さ
わ
ら
び
療

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
所
長

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
所
長

育
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

育
福
祉
セ
ン
タ
ー
生
活
支
援
部
長

育
福
祉
セ
ン
タ
ー
診
療
部
長

育
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

育
福
祉
セ
ン
タ
ー
生
活
支
援
部
長

育
福
祉
セ
ン
タ
ー
診
療
部
長

建
築
工
事
検
査
監

県
境
再
生
対
策
監

む
つ
南
・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監

産
業
立
地
推
進
監

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
内
科
長

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
三
沢
支
所
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
医
長課

長

六
類

副
参
事

課
長

九
類
六
類

本
庁
課
長

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
長



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四

(

放
射
線
取
扱
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四

(

放
射
線
取
扱
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四

(

放
射
線
取
扱
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
及
び
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

あ
す
な

ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成26年３月31日 月曜日 号外第26号 4


